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多面的機能支払について

現行の農地・水の活動組織

共同活動
支援交付金

向上活動
支援交付金

農業者と地域住民を含む活動組織

農地維持支払(創設)

資源向上支払(名称変更)
農業者と地域住民等の非農業者を含む活動組織

農業者のみの活動組織でもＯＫ
（地域住民等の非農業者を含んだ活動組織もＯＫ）

農業者のみで活動

今まで支援対象とならなかった団体等

資源向上(共同)

資源向上
(長寿命化)

水路・農道、ため池
の軽微な補修、農村
環境保全活動(植栽
等）

施設(水路･農道等）
の長寿命化のための
補修・更新等

農地法面・水路・た
め池の草刈り、水
路・ため池の泥上げ、
農道の砂利補修

組替

創設

①農地・水路等の
基礎的な保全管理
活動
②農村環境の保全
のための活動

施設(水路･農道等）
の長寿命化のための
補修・更新等
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地目 基本単価

田 4,400円/10a

畑 2,800円/10a

草地 400円/10a

農地・水保全管理支払交付金

【共同活動支援交付金】

支援単価について

【向上活動支援交付金】

地目 基本単価

田 4,400円/10a

畑 2,800円/10a

草地 400円/10a

農地維持支払

※活動6年目、向上取組地区は上記75％の単価となる

地目 基本単価

田 3,000円/10a

畑 2,000円/10a

草地 250円/10a

資源向上支払

【資源向上支払（長寿命化）】

地目 基本単価

田 4,400円/10a

畑 2,000円/10a

草地 400円/10a

【資源向上支払（共同活動）】

地目 基本単価

田 2,400円/10a

畑 1,440円/10a

草地 240円/10a
※農地・水の活動6年目、長寿命化地区は資源向上(共同)は75％の単価となる
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多面的機能支払制度は
このような取組を応援します

☆農業者の地域の農地・水路・農道等の基礎的保全活動
（草刈り、泥上げ、砂利補充等）

※地域住民等、非農業者が参加することも可能

☆担い手の規模拡大の場合にネックとなる水路・農道等の
管理を地域ぐるみで実施

☆地域の農村の構造変化に対応する集落の話し合い
☆地域住民の直営施工（施設補修、環境保全施設の設置）
☆地域の遊休農地の有効活用のための活動
☆農地・水路等に生息する生態系保全のための活動
☆学校や地域との農地や農村環境の保全のための連携活動
☆地域で管理する施設の補修・更新のための活動
☆その他都道府県等で必要とする取組 等・・

３



具体例①（農地維持支払）
地域資源の基礎的保全活動

（千葉県 花の野里保全会）

水路の草刈・泥上げ 農道の草刈り・砂利補充

（茨城県 鹿島湖岸北部資源を守る会）

（長野県 美篶富士塚地域農地・水・
環境を守る会）

（長野県 下島地区農地保全組合）

ため池の草刈・泥上げ

（千葉県 下小原みどり推進委員会）

（千葉県 東条地区環境保全の会）
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具体例②（農地維持支払）

（茨城県 川又活動組織）

【パイプラインの点検】

【開水路の点検】

（長野県 美篶富士塚地域農地・水・環境を守る会）

【遊休農地の点検】

（群馬県 上細井ふるさとづくりねっと）
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具体例③（農地維持支払）

【鳥獣害防護柵の維持管理】

（群馬県 グリーンネット生越）

【遊休農地の発生防止のための保全管理】

（長野県 中原地区保全向上活動組織）

【水路付帯施設の維持管理】

（栃木県 立木上 立木塾）

（栃木県 片田・北滝環境保全会）

【異常気象後の見回り】

（茨城県 加生野地区資源保全活動組織）
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具体例④（農地維持支払）
地域のみんなで計画づくり

（山梨県 中谷環境保全会）

（埼玉県 小和瀬農村環境保全協議会）

（千葉県 下小原みどり推進委員会）

（長野県 北福地の環境をよくする会）
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具体例⑤（資源向上支払(共同)）

（静岡県 富士市東部地域農地・水・
環境保全管理協定）

水路・農道等の軽微な補修

（千葉県 三舟の里保全会）

【破損したパイプラインの部分的な改修】【破損したゴム堰の補修】

【水路目地詰め、表面補修】

（山梨県 有野保全委員会）（茨城県 石川三村地区資源保全活動組織）

【パイプライン内の清掃】

８



具体例⑥（資源向上支払(共同)）

（静岡県 殿ふるさと会）

【休耕田を利用したコスモス畑】

【幼稚園児を対象とした田植え体験学習】

（静岡県 浮島地区農地・水・環境
保全管理協定）

【活動の啓発・普及】

（群馬県 境西今井地区農地・
水・環境保全会）

【近隣活動組織と連携したフラワーロード】

（栃木県 中里毘沙門の郷ほか）
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具体例⑦（資源向上支払(共同)）

（栃木県 自然の里ままだ）

農地等の生態系保全、学校教育と連携

（長野県 竹田水と環境を守る会）（群馬県 高林北町みどり環境保全向
上推進協議会）

（栃木県 ３０泉の郷下泉）
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具体例⑧（資源向上支払(長寿命化)）
水路等の補修・更新

（栃木県 湧水の郷塩田環境保全会） （茨城県 平戸グリーンネット）

（栃木県 熊久保里山の会）
（茨城県 門前地域資源保全活動組織）
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具体例⑨（資源向上支払(長寿命化)）

（長野県 瀬沢新田農地水環境保全協議会）

（長野県 葛北環境保全組織）

地域住民が参加した直営施工による活動

（栃木県 黒本用水の郷）
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活動を始めるまでの流れ

①活動組織の設立（総会）

②計画づくり

③確認書の締結

④市町村による計画の認定

⑤活動実施、交付金支援

⑥活動の記録･報告

どのようなメンバーで活動するか？

いつ、どこで、誰が、何の活動をするか？

必要に応じて、対象施設の所有者（土地改良区等）
との締結

市町村へ書類を提出し、事業計画の認定を受ける

計画に定めた事項に沿って活動を実施、市町村から
の交付金による支援

活動を記録、所定の報告書を市町村へ提出
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